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第１節 社会的変化に対応した取組 

（１） 農村の人口、仕事、暮らしの現状 

 

   図表－1 農業地域類型区分別の面積・人口・農業集落数（近畿）（平成 27(2015)年） 

都 市 的 地 域 59 21.5 (11.7) 1,870 90.2 (79.8) 3,274 30.3 (21.5)

平地農業地域 17 6.2 (14.2) 63 3.0 (9.0) 1,625 15.1 (25.1)

中間農業地域 70 25.5 (31.8) 105 5.1 (8.4) 3,452 32.0 (34.1)

山間農業地域 120 43.8 (40.7) 35 1.7 (2.8) 2,445 22.6 (19.3)

近 畿 274 100.0 (100.0) 2,073 100.0 (100.0) 10,796 100.0 (100.0)

注１：農業地域類型区分は平成29（2017）年12月改訂のもの。
注２：農業地域類型区分の面積は、旧市町村別の総土地面積を用いて算出しており、境界未定の面積を含まない。

　　　 このため、その合計は近畿の面積に満たない。
注３：割合欄の（）は全国の割合である。

農業集落数

資料：農業地域類型区分の面積は農林水産省「2015年農林業センサス」。近畿の面積は国土地理院「平成27年全国都道府県

       市町村別面積調」による各府県の合計値。人口は総務省「平成27年国勢調査」を基に農林水産省で作成。農業集落数は
       農林水産省「2015年農林業センサス」

農業地域類型区分
割合（％）

面  積（万ha）

割合（％）

人  口（万人）

割合（％）

 

 

図表－2 農業地域類型区分別の 65歳以上人口の割合   

全国 近畿 滋賀 京都 大阪 兵庫 奈良 和歌山

平成22年 21.5 22.2 18.9 22.4 22.3 22.1 22.8 25.4

平成27年 25.0 26.1 22.3 26.6 26.1 26.1 27.5 29.2

差（ポイント） 3.5 3.9 3.4 4.2 3.8 4.0 4.7 3.8

平成22年 25.8 25.7 23.3 31.8 27.9 27.4 28.2 25.9

平成27年 30.2 29.8 26.9 35.9 34.6 31.9 34.0 29.5

差（ポイント） 4.4 4.1 3.6 4.1 6.7 4.5 5.8 3.6

平成22年 29.8 28.5 24.4 30.5 27.1 28.0 31.3 30.7

平成27年 34.1 32.8 28.3 35.3 31.1 32.5 36.6 34.5

差（ポイント） 4.3 4.3 3.9 4.8 4.0 4.5 5.3 3.8

平成22年 34.7 34.3 31.7 38.7 27.4 31.6 40.8 41.2

平成27年 39.0 39.2 36.4 43.9 36.4 36.3 45.7 44.5

差（ポイント） 4.3 4.9 4.7 5.2 9.0 4.7 4.9 3.3
資料：総務省「国勢調査」を基に近畿農政局で作成

　 注：年齢不詳人口を除く。

山 間農業 地域

単位：％

区    分

都 市 的 地 域

平 地農業 地域

中 間農業 地域

 

〇 農業地域類型区分別にみると、中山間地域が面積の約７割を占めています。 

一方、人口は、都市的地域が 1,870 万人と全体の９割が都市的地域に集中してお

り、全国に比べても高い割合となっています。（図表－1） 

〇 平成 22（2010）年から平成 27（2015）年までの５年間における 65 歳以上人口

の割合の推移を見ると、府県別でも平地・中間・山間の各農業地域で都市的地域

に比べ高齢化がより進行しています。（図表－2） 
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（２） 農村の暮らし（小さな拠点） 

図表－1 現在形成されている小さな拠点数 

 

  資料：内閣府「平成 30 年度小さな拠点の形成に関する実態調査」(平成 30(2018)年 9 月公表)の結果を基に農政局で作成。 

 

図表－2 小さな拠点における地域運営組織の活動内容 （複数回答） 

 
 資料：内閣府「平成 30 年度小さな拠点の形成に関する実態調査」(平成 30(2018)年 9 月公表)の結果を基に農政局で作成。 

   注:1）市町村版総合戦略に位置づけられた形成済の小さな拠点のうち、市町村から「公表可」と回答があった箇所における「主

な地域運営組織の活動内容」を集計。 
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買物支援（配達、地域商店、移動販売等）

空き家や里山等の維持・管理

コミュニティバスの運行等外出支援

弁当配達・給配食サービス
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送迎サービス（学校、病院、福祉施設等）

保育サービス・一時預かり

家事支援（清掃や庭木のせん定等）

雪かき・雪下ろし

全国 近畿

市町村版総合戦略に位置づけられた 

「小さな拠点」 

  全 国  1,069 箇所  

  近 畿   101 箇所 

       （9.45％） 

〇 まち・ひと・しごと創生法に基づく「小さな拠点」の数は、平成 30（2018）年 5

月末時点で、全国では、1,069 箇所、うち近畿では、101 箇所と全国の 9％程度とな

っています。 

近畿管内のうち、小さな拠点が多く形成されているのは、兵庫県であり、98 箇所

です。（図表－1） 

〇 活動内容にあっては、全国と同様で近畿にあっても「祭り・運動会・音楽会等の

運営」が最も多くなっています。（図表－2） 
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第２節 中山間地域の農業の振興 

（１） 農福連携の推進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜近畿の農福連携の事例＞ 

① 障害者の力で特産品であるイチジクとコンニャクの認知を拡大 

〔運営主体：特定非営利活動法人 縁活〕 

〔事業所：就労継続支援 B 型事業所「おもや」〕 （滋賀県栗東市） 

○ 滋賀県栗東市の「おもや」は、平成 23 年、NPO 法人縁活によって設立さ

れた就労継続支援 B 型事業所。現在は、知的障害者を中心とする施設利用者

21 名が、イチジクやコンニャク芋等の生産とコンニャク製造を通年で行う。 
○ 平成 27 年には、加工によって作物のロスを減らして収益を増やすべく、自

然栽培で生産した野菜を提供するレストランを開設。平成 30 年には、農林 

水産省の交付金を活用して、コンニャク等の加工施設を整備して生産量の増大

を図る。 
○ 平成 29 年には、福祉事業を営む NPO 法人として認定農業者になるなど、

市の特産品の栽培と製造の担い手として、期待が高まっている。 

② 京都の伝統野菜を障害者の手で生産 

〔運営主体：社会福祉法人 京都聴覚言語障害者福祉協会〕         （京都府京田辺市） 

〔事業所：就労継続支援 B 型事業所「山城就労支援事業所『さんさん山城』」〕 

○ 京都府京田辺市にある「山城就労支援事業所『さんさん山城』」は、平成

23 年、社会福祉法人京都聴覚言語障害者福祉協会によって設立された就労継

続支援 B 型事業所。現在は、聴覚障害者やひきこもり経験者等を中心とする

32 名が、京都の伝統野菜の生産と加工作業に通年で従事。 
○ 宇治茶の手摘みやエビイモの手掘りなど、障害者の手作業により、高品質な

京都の伝統野菜を生産。 
〇 平成 29 年、京都府によって農福連携の推進拠点として指定。福祉施設によ

るモデル的な取組として、多くの視察を受け入れるなど、府内にとどまらず、

全国各地や海外にまで、農福連携の普及啓発に取り組んでいる。 

手摘み収穫する宇治茶 

エビイモコロッケ 

農産物加工施設 

農林水産大臣の視察 

③ 規格外品に着目した農産加工による地域活性化                          

〔運営主体：社会福祉法人 よさのうみ福祉会〕 （京都府与謝野町） 

〔事業所：多機能型事業所（就労継続支援 B 型他）「リフレかやの里」〕  

○ 京都府与謝野町にある「リフレかやの里」は、社会福祉法人よさ

のうみ福祉会が運営する多機能型事業所。現在、農作業に取り組む

就労継続支援 B 型事業所では、施設利用者 16 名が、野菜生産と農

産加工に通年で取り組む。 
〇 自社で生産した野菜の規格外品に加え、外部の農業者から規格外

品を買い付けたうえで、農産加工品を製造し、その加工品を農家に

売り戻す活動を実施。このことが農産物の付加価値を高め、障害者

の工賃向上に貢献。また、食材廃棄の減少にもつながっている。 

加工場の様子 

農産物直売所 

〇 近畿では、多様な農福連携の取り組みが行われています。 
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⑤ 高度な機械の導入による養液栽培で、農産物の安定的な生産を実現 

〔ハートランド株式会社〕           （大阪府泉南市） 

○ 大阪府泉南市にあるハートランド株式会社は、文具やオフィス家具等の製造販

売のコクヨグループの特例子会社であり、農地所有適格法人。現在は、知的障害

者 5 名・精神障害者 2 名を含む従業員 18 名が、養液栽培によりサラダホウレン

草等を通年で栽培。 
〇 24 時間コンピュータ管理を導入して、ハウスの温湿度管理を行うとともに、

定植用パネルの洗浄機・自動包装機を導入するなど、難しい判断については機械

を上手に活用して効率化を図ることで、安定的な生産を実現。 

④ 生協出資の農業法人と A 型事業所により、生協を軸とした取組を展開 

〔運営法人：株式会社 いずみエコロジーファーム〕   （大阪府和泉市） 

○ 大阪府和泉市にある株式会社いずみエコロジーファームは、平成 22 年、大阪

いずみ市民生活協同組合が設立した農地所有適格法人。平成 24 年に、就労継続

支援 A 型事業所「ハートランド事業部」を設立して、障がい者を雇用。現在、知

的障がい者を中心とする利用者約 20 名が、露地・ハウスの野菜栽培に通年で取

り組む。 
○ 生協出資の農業法人であることから、生協が求める品質を満たす農産物は、生

協が買い取ることで販路確保。また、生協店舗で出た食品残渣を堆肥化として使

用するなど、生協を軸に生産・販売・消費の循環を生み出している。 

農場遠景 

農産物加工場 

水耕栽培 

農産物の包装作業など 

⑥ 万葉の薫り香る高取町で大和当帰を活用して農福連携                              

〔有限会社 ポニーの里ファーム〕       （奈良県高取町） 

                                        

○ 奈良県高取町の有限会社ポニーの里ファームは、乗馬セラピーを行う NPO 法人

を母体に、平成１８年に設立。職員は５名、現在は就労継続支援 B 型事業所の利

用者１０～１６名に農作業等を委託している。 
〇 当初はねぎ、水稲が中心だったが、古来から薬草が栽培されていた地域である

ことから、より収益性の高い作物として、「大和当帰（やまととうき）」の栽培、

加工を始める。 
〇 インターンシップによる大学生の受入れ、稲刈り等の農業体験イベントの実施

など、農業・福祉・地域交流が相まった幅広い取組を展開している。 

大和当帰の栽培 

飼育されているポニー 
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（２） 中山間地域の農業 

        図表－1 中山間地域の主要指標（近畿） （平成 27（2015）年） 

 

 

図表－2 中山間地域の経営耕地面積規模別経営体数の割合（平成 27（2015）年） 

 

 

 

〇 中山間地域は豊かな自然や景観を有し、多面的機能の発揮の面でも重要な役割を担

っており、近畿では、人口は７％であるものの、総農家数と耕地面積では約５割（全

国では約４割）を占めています。（図表－1） 

〇 一方で、傾斜地も多く存在するなど営農条件面で不利な地域が多いことから、経営

耕地面積規模が 1.0ha 未満の経営体割合が、平地農業地域で 57％（全国 41％）であ

るのに対し、中山間地域では 70％（全国 60％）と経営規模の小さな経営体が多くな

っています。府県別では、大阪府が多くなっています。（図表－2） 

資料：農林水産省「2015 年農林業センサス」 
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（３） 棚田地域の振興 

 

 

 

 

 

 

  

〇 近畿に所在する棚田は全国の 8％の面積 1.1 万㌶（5.5 千ヶ所）を占めます。中

でも兵庫県、奈良県が全体の 64%を占めます。（図表－1、2） 
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図表－1 地域別棚田の分布（箇所数、面積） 
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大阪府
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兵庫県

35%
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29%

和歌山県

11%

全体 1.1 万 ha 

図表－2 近畿の府県別面積割合 

資料：2005 年農林業センサス 
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④ 

⑤ 

② 
① 

⑩ 

③ 

⑦ 

⑨ ⑧ 

⑥ 

⑪ 

近畿地方の棚田分布 

12 

「日本の棚田百選」 

に認定 
棚田カード 

 資料：2005 年農林業センサスを基に近畿農政局が作成 

全国 134 地区の棚田を「日本の棚田百選」として認定。 

（近畿地方では 11地区が認定されている。） 
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（４）世界農業遺産・日本農業遺産認定地域 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年度 地 域 名 内  容 

 

H27 

【世界農業遺産】 

和歌山県みなべ・田辺地域 

「みなべ・田辺の梅システム」 

  

養分に乏しい斜面の梅林周辺に薪炭林を残し、水

源涵養や崩落を防止、薪炭林を活用した紀州備長炭

の生産と、ミツバチを受粉に利用した梅栽培。 

 

H30 

【日本農業遺産】 

滋賀県琵琶湖地域 

「森・里・湖（うみ）に育まれる漁業

と農業が織りなす琵琶湖システム」 

  

水田営農に支えられながら発展してきた琵琶湖の

伝統的な内水面漁業を中心としたシステムであり、

千年の歴史を有するエリ漁や独特の食文化が継承。 

 

H30 

【日本農業遺産】 

兵庫県兵庫美方地域 

「兵庫美方地域の但馬牛システム」 

  

全国に先駆けて牛籍簿を整備し、郡内産にこだわ

った和牛改良を行うことで、独自の遺伝資源が保全

され、但馬牛の飼養は、地域の草原や棚田の維持に

も貢献。 

 

H30 

【日本農業遺産】 

和歌山県海南市下津地域 

「下津蔵出しみかんシステム」 

  

園地に設置した貯蔵庫でみかんを熟成させる技術

が約 300 年前から受け継がれ、みかん栽培発祥の地

という伝承があり、みかんに関連した独自の文化が

形成。 

 
  

〇 近畿では、１地域が世界農業遺産に認定されています。日本農業遺産には、３地

域が認定されています。（図表－1、2） 

図表－1 世界農業遺産・日本農業遺産の認定地域一覧 

滋賀県琵琶湖地域（H30） 
（琵琶湖と共生する滋賀の農林水産業推

進協議会） 

●森・里・湖（うみ）に育まれる漁

業と農業が織りなす琵琶湖システム 

兵庫県兵庫美方地域（H30） 
（「美方郡産但馬牛」世界・日本農業

遺産推進協議会） 

●兵庫美方地域の但馬牛システム 

和歌山県海南市下津地域 (H30) 
（下津蔵出しみかんシステム日本農業遺

産推進議会） 

●下津蔵出しみかんシステム 

和歌山県みなべ・田辺地域 (H27） 
（みなべ・田辺地域世界農業遺産推進協議会） 

●みなべ・田辺の梅システム 

  世界農業遺産 

日本農業遺産 

図表－2 世界農業遺産・日本農業遺産の認定地域の概要 
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第３節 農泊の推進 

（１）農泊の取組状況 

 

図表－1 農泊支援地域の採択状況（令和元（2019）年 10月時点累計） 

 

資料：農林水産省調べ 

 

  

〇 農泊支援地域の採択状況は、全国で 515 地域、うち近畿で 55 地域となっていま

す。（図表－1） 
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（２）ＳＡＶＯＲ ＪＡＰＡＮ 

 

 

  図表－1 近畿の「SAVOR JAPAN」認定地域 

 

資料：農林水産省「SAVOR JAPAN 認定地域概要」より抜粋。 

 

  

〇 「SAVOR JAPAN」(農泊 食文化海外発信地域)については、令和元（2019）年７月

時点で、全国で２１地域、近畿で５地域が認定されています。（図表－1） 
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第４節 農業・農村の有する多面的機能の維持・発揮 

（１）多面的機能支払交付金 
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〇 平成 31（2019）年３月末時点で、近畿管内 143 市町村において、約 12.1 万 ha の

農用地を農地維持支払の事業計画に位置付づけています。（平成 29（2017）年度と

比較すると、取組面積は 1.01 倍）。交付金額は、約 72 億円程度で推移しています。 

これは、全国と比べると取組面積で 5％程度、交付金額で 8％程度となっていま

す。（図表－1） 

〇 農振農用地に対する取組面積のカバー率については、兵庫県が最も高く 82％（Ｈ

30（2018））となっており、全国 1 位（福井県同位）です。（図表－3） 

図表－1 取組面積及び交付金額の推移（全国・近畿） 
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（百万円） 

図表－2 取組面積及び交付金額の推移（県別） 
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図表－3 農振農用地カバー率の推移（県別） 

資料：農林水産省農村振興局「多面的機能支払交付金の実施状況」データより、農政局にて作成 
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（２）中山間地域等支払交付金 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：農林水産省農村振興局「中山間地域等直接支払交付金の実施状況」データより、農政局にて作成。 

 

  

 

  

〇 平成 30（2018）年度の近畿における中山間地域等支払交付金の交付面積は、

25,044ha（対前年度 45ha 増）。交付金額は、3,554 百万円（対前年度 11 百万円増）

となっています。これは、全国と比べると取組面積で 4％程度、交付金額で 7％程

度となっています。（図表－1） 

〇 府県別に交付面積を見ると、和歌山県（10,146ha）が最も多く、次いで、兵庫県

（5,298ha）、京都府（5,137ha）の順となっています。（図表－2） 

図表－1 取組面積及び交付金額の推移（全国・近畿） 
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図表－2 取組面積及び交付金額の推移（県別） 
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（３）環境保全型農業直接支払交付金 

  ※「環境こだわり農業」とは、化学合成・化学肥料の使用量を減らすとともに、濁水の流出を防止するなど、琵琶湖をはじめとす

る環境への負荷を減らす技術を用いて行われる農業。 

 

 

 

  

 

 

 

 資料：農林水産省生産局「環境保全型直接支払交付金の実施状況」データより、農政局にて作成。 

  

〇 平成 30（2018）年度の近畿における環境保全型農業支払交付金の取組面積は

17,301ha（全国：79,465ha）と全国の 22％を占めています。交付金額は、全国計 45

億 1,400 万円に対し、近畿は 7 億 8,600 万円です。（図表－1） 

〇 近畿における取組面積のうち、滋賀県が 14,459ha と 84％を占めています。それ

に伴い、交付金額も 6 億 1,500 万円と 8 割程度を占めています。（図表－2） 

〇 滋賀県は環境保全型農業直接支払交付金を県の施策である「環境こだわり農業※」

の取組と一体的に推進しています。    

図表－1 取組面積及び交付金額の推移（全国・近畿） 
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図表－2 取組面積及び交付金額の推移（県別） 
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第５節 鳥獣被害への対応 

（１）鳥獣被害の現状と対策 
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〇 野生鳥獣による農作物被害額は減少傾向となっており、平成 29 年度は約 14.7

億円と全国(164 億円)に占める割合約 9%で、獣別ではイノシシの被害が多い傾向

です。（図表－1） 

〇 府県別の平成 29 年度被害額は、総じてイノシシが 5 割前後を占め、滋賀県及び

和歌山県ではサル被害、京都府、大阪府及び兵庫県では鳥類被害の占める割合が

が高い傾向です。（図表－2～7） 

資料：農林水産省調べ 

図表－1 野生鳥獣による農作物被害額の推移 
                (近畿管内計) 

 

資料：農林水産省調べ 

図表－2 農作物被害額[滋賀県(H29 年)] 

図表－3 農作物被害額[京都府(H29 年)] 

図表－4 農作物被害額[大阪府(H29 年)] 

図表－5 農作物被害額[兵庫県(H29 年)] 

図表－6 農作物被害額[奈良県(H29 年)] 

図表－7 農作物被害額[和歌山県(H29 年)] 
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 平成年 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

 
 

被
害
防
止
等 

全 国 100 140 150 250 220 270 300 350 390 460 

近畿計 8 17 15 28 23 26 30 37 38 49 
滋 賀 0 1 1 1 2 2 3 4 2 5 

京 都 1 6 4 8 4 4 8 7 10 9 
大 阪 1 1 1 2 2 2 1 3 1 3 

兵 庫 3 5 4 8 6 5 8 9 10 12 
奈 良 1 1 1 2 1 2 3 4 4 5 
和歌山 2 3 4 7 8 10 9 10 11 15 

 
 
狩 
 
 
 
猟 

全 国 130 170 160 230 170 160 160 170 170 160 

近畿計 14 21 17 29 17 15 18 21 21 22 
滋 賀 1 2 2 2 1 2 1 2 1 2 
京 都 2 5 3 5 2 2 4 3 4 4 

大 阪 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 

兵 庫 4 7 5 10 6 5 7 8 9 8 

奈 良 1 2 1 2 1 1 - 3 3 2 

和歌山 5 5 6 7 5 4 4 4 5 5 

 平成年 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

 
 

被
害
防
止
等 

全 国 90 120 150 200 230 270 340 400 420 420 

近畿計 14 20 22 35 34 38 48 58 63 65 
滋 賀 2 2 3 6 5 6 9 12 11 12 

京 都 2 6 7 7 8 8 11 14 16 15 
大 阪 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 

兵 庫 7 9 9 17 13 12 16 18 20 19 
奈 良 1 2 2 3 3 4 5 5 6 6 
和歌山 1 2 2 3 4 7 6 8 10 13 

 
 
狩 
 
 
 
猟 

全 国 120 140 160 170 180 190 180 190 170 160 

近畿計 20 24 27 36 36 35 36 44 42 43 
滋 賀 2 3 5 4 5 5 2 2 4 5 
京 都 4 4 5 6 4 5 8 8 7 8 

大 阪 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 

兵 庫 9 11 11 20 22 19 23 27 25 25 

奈 良 2 2 2 3 2 2 - 3 3 3 

和歌山 3 4 4 3 3 3 3 3 2 3 

資料：環境省「狩猟及び有害捕獲等による主な鳥獣の捕獲数」 

   ※ ｢被害防止等｣は、環境大臣、府県知事、市町村長 

による鳥獣捕獲許可の中の｢被害の防止｣、｢第二種 

特定鳥獣管理計画に基づく鳥獣の数の調整｣、｢指 

定管理鳥獣捕獲等事業｣ 
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〇 被害の防止に向けて、鳥獣被害防止計画の策定(H30 年:160 市町村)や鳥獣被害

対策実施隊が設置(H30 年:107 市町村)されています。（図表－8） 

〇 イノシシ、シカの捕獲頭数は、全国と同様、増加傾向となっており、イノシシ

は京都府、兵庫県及び和歌山県、シカは滋賀県、京都府、兵庫県及び和歌山県で

の捕獲頭数が大きく増加しています。（図表－9） 

図表－9 イノシシ、シカの捕獲頭数 

図表－8 鳥獣被害防止計画の策定と鳥獣被害対策実施隊の設置状況 

資料：農林水産省調べ 
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（２）野生鳥獣のジビエ利用 
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○ 野生鳥獣による農作物被害が問題となっている中、これらを食材として利用す

る動きが広まっています。 

○ ジビエ利用量は 257ｔで、このうち、食用として販売したもののほとんどがイノ

シシ及びシカです。（図表－1） 

○ 管内の府県別にみると、兵庫県が最も多く、特にイノシシの利用量は 63ｔで全

国第１位です。このほか、シカについては、全国上位となっています。 

（図表－2、3） 

図表－2 府県別のジビエ利用量（平成 29 年） 図表－3 ジビエ利用量の上位５道県 

資料：農林水産省統計部『平成 29 年度野生鳥獣資源利用実態調査』 

処理して 
得た金額 

（100 万円） 

図表－1 野生鳥獣のジビエ利用量割合 

その他の鳥獣 
（０） 

解体処理のみを 
請け負って 
依頼者へ 
渡した食肉 

（０） 

イノシシ 単位：ｔ

順位 県 利用量

全国 324

1 兵庫 63

2 和歌山 22

3 広島 17

4 岐阜 16

4 大分 16

シカ 単位：ｔ

順位 県 利用量

全国 814

1 北海道 500

2 鳥取 49

3 長野 38

4 兵庫 27

5 和歌山 26
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第６節 再生可能エネルギーの活用 

（１）農山漁村再生可能エネルギー法の取組状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：農林水産省調べ  

注：各年３月末現在の値（累計値） 
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〇 農山漁村再生可能エネルギー法に基づく基本計画を作成した市町村は、平成 30

（2018）年 3 月末現在、全国 61 市町村のうち近畿で合計 2 市町村（滋賀県１及び和

歌山県１）となっています。（図表－1、2） 

滋賀県湖南市 

平成 28（2016）年 2 月作成 

和歌山県岩出市 

平成 28(2016)年 9 月作成 

図表－1 農山漁村再生可能エネルギー法の基本計画作成状況（全国・近畿累計） 

 図表－2 農山漁村再生可能エネルギー法の基本計画作成状況 
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（２）バイオマス産業都市の構築状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：農林水産省調べ 

〇 バイオマス産業都市に選定された地域は、全国で 84 地域、近畿では、平成

30(2018)年度に１地域（兵庫県養父市）が追加され、合計で 5 地域となりました。 

（図表－1） 

〇 各県別にみると、京都府が３地域、兵庫県が２地域となっています。（図表－2） 

京都府京丹波町（H28(2016)) 

（木質バイオマス熱利用（間伐材、

林地残材等）、バイオガス発電・熱

利用（家畜排せつ物）、堆肥化（家

畜排せつ物）） 

京都府南丹市（H27(2015)） 

（熱利用（間伐材、剪定枝）、BDF
（廃食用油）、バイオガス発電・熱

利用（食品廃棄物､下水汚泥、家畜

排せつ物）、飼料化（微細藻類）） 

兵庫県養父市（H30（2018）） 

（バイオガス発電第 1 期（家畜ふ

ん尿、食品廃棄物等）、バイオガス

発電第 2 期(事業系一般廃棄物、下

水汚泥、農業残さ等)、木質バイオ

ガス発電（間伐材、林地残材等）） 

兵庫県洲本市（H26(2014)） 

（BDF（廃食用油）、バイオガス発電（下

水汚泥、食品廃棄物、廃玉ねぎ等）、燃料

化・マテリアル化（竹）、燃料化・発電

（BTL）（可燃ごみ、木質・農産物残さ）、

マテリアル化（微細藻類）） 

京都府京都市（H29（2017）） 

（バイオガス（生ごみ、下水汚泥）、

固体燃料化（林地残材、剪定枝等）、

液体燃料化（生ごみ、紙ごみ）、

BDF(廃食用油)） 

図表－1 バイオマス産業都市選定地域数の推移（全国・近畿） 

図表－2 バイオマス産業都市の選定地域一覧 

34

6
12

16
11

5
0 1 2 1 1 1

0

10

20

30

40

平成25年度

（2013）

26

（2014）

27

（2015）

28

（2016）

29

（2017）

30

（2018）

市町村数 全国 近畿

選定地域累計 

全国 84 

近畿  5 

 



３．地域資源を活かした農村の振興・活性化  

86 

第７節 都市農業の振興 

（１）都市農業の振興 

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表－3 市街化区域内の農地面積の状況                   単位：ha 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表－4 生産緑地地区内の農地面積の状況                  単位：ha 

 

 

 

 

 

 

 

〇 市街化区域内の農地面積は、全国、近畿とも減少傾向にありますが、平成29

（2017）年時点で、近畿地区の農地223,400haの5.3％に相当する11,942haとなって

います。 

 また、宅地需要等に応じて転用が進み、市街化区域内の農地の減少が続く中で、

生産緑地地区に指定された農地についてはほぼ維持されています。 

（図表－1、3、4） 
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図表－1 近畿の市街化区域内農地面積の推移 
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図表－2 全国の市街化区域内農地面積の推移 

資料：総務省「固定資産の価格等の概算調書」、国土交通省「都市計画年報」 

資料：国土交通省「都市計画年報」 

H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29

90,244 87,841 85,873 83,632 81,848 79,640 77,072 74,258 71,723 69,128

14,991 14,572 14,241 13,957 13,758 13,472 13,090 12,710 12,365 11,942

2,034 1,951 1,860 1,796 1,756 1,725 1,651 1,570 1,485 1,389

2,042 1,986 1,931 1,890 1,861 1,835 1,789 1,742 1,693 1,609

3,911 3,828 3,766 3,699 3,630 3,565 3,482 3,426 3,376 3,297

4,070 3,953 3,867 3,795 3,688 3,588 3,480 3,363 3,260 3,155

2,142 2,083 2,059 2,028 2,089 2,046 1,997 1,937 1,894 1,851

792 771 758 749 734 714 691 671 657 641

全  国

近　畿

滋　賀

京　都

大　阪

兵　庫

奈　良

和歌山

H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29

14,454 14,339 14,248 14,190 14,053 13,859 13,654 13,442 13,188 12,973

4,445 4,391 4,352 4,323 4,283 4,233 4,175 4,112 4,043 3,975

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

938 920 903 897 884 869 855 837 820 800

2,264 2,235 2,210 2,191 2,164 2,137 2,100 2,068 2,030 1,993

571 565 558 553 545 538 534 526 519 513

638 629 632 627 625 621 615 607 599 592

34 42 48 55 65 69 72 74 75 76

奈　良

和歌山

近　畿

滋　賀

京　都

大　阪

兵　庫

全　国


